
学校法人湘南ふれあい学園 寄附行為 

第 1 章 総  則 

（名 称） 

第１条  この法人は、学校法人湘南ふれあい学園と称する。 

（事務所) 

第２条 この法人は、事務所を神奈川県横浜市戸塚区上品濃 16 番 48 号に置く。 

第 2 章 目的及び事業 

（目 的） 

第３条  この法人は、教育基本法及び学校教育法並びに就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律と建学の精神「人を尊び、命を尊び、個を敬愛

す」に基づき、学校教育及び保育を行い、社会に奉仕する人材を育成することを目的とす

る。  

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。 

(1) 湘南医療大学 大学院 保健医療学研究科 

保健医療学部    看護学科 

リハビリテーション学科

(2) 幼保連携型認定こども園みどり幼稚園

(3) 茅ケ崎看護専門学校 医療専門課程 

(4) 茅ケ崎リハビリテーション専門学校 医療専門課程 

(5) 医療ビジネス観光福祉専門学校   商業実務専門課程 

  教育・社会福祉専門課程 

(6) 湘南医療大学附属下田看護専門学校 医療専門課程 

（付随事業） 

第４条の２ この法人は、この法人が行う教育研究事業に付随する事業として、次に掲げ

る研究所を設置する。 
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(1) 湘南医療大学 臨床医学研究所

（寄附金募集） 

第４条の３ この法人は，湘南医療大学 薬学部の設置に要する経費に充てるための事業

として，寄附金募集活動を行うことができる。 

２ 募集する寄附金については，設置しようとする湘南医療大学 薬学部の校地，校舎そ

の他附属設備を取得するために必要な資金又は開設年度の経常経費に使用しなければなら

ない。 

３ 受納した寄附金は，前項に記載する目的のために使用する資金として，他の財産と区

別して信託銀行に信託する等確実な方法により管理しなければならない。 

４ この寄附行為変更の認可後３年以内に，湘南医療大学 薬学部の設置が認可されない

場合は，文部科学大臣の承認を経て，受納した寄附金をこの法人の既設の学校の校地，校

舎その他附属設備又は教育研究に要する経常的経費に充てるか，或いは，類似の目的のた

め，国，地方公共団体若しくは他の学校法人に寄附するものとする。 

（収益事業） 

第５条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。 

(1) 不動産貸付業

第 3 章 役員及び理事会 

（役 員） 

第６条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事  ６人以上８人以内 

  (2)  監事  ２人 

２ 理事のうち１名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職

を解任するときも同様とする。 

（理事の選任） 

第７条 理事は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 第４条に掲げる学校の学長又は校長のうち理事会で選任された者 １人以上２人以

内 

(2) 評議員のうちから評議員会において選任された者 ３人

(3) 学識経験者のうちから理事会において選任された者 ２人以上３人以内

２ 前項第１号及び第２号に規定する理事は、学長、校長又は評議員の職を退いたときは、

理事の職も失うものとする。 
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（監事の選任及び職務） 

第８条 監事は、この法人の理事、職員(学長、校長、教員その他の職員も含む。以下同じ)、

評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって、理事会において選

出した候補者のうちから評議員会の同意を得て理事長が選任する。 

２ 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止する

ことができる者を選任するものとする。 

３ 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 

(1) この法人の業務を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。

(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年

度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２月以内に理事会及び評議員会に提出する

こと。 

(5) 第１号から第３号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事

の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があること

を発見したときは、文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。 

(6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の

招集を請求すること。 

(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について理事会に出

席して意見を述べること。 

４ 前項第６号の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の

日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合

には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。 

５ 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反す

る行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの

法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめること

を請求することができる。 

（親族関係者の制限） 

第９条 この法人の役員のうち、理事について、その親族その他の特殊な関係にある者が１

人を超えて含まれることになってはならない。 

（役員の任期） 

第�10 条 役員（第７条第１項第１号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。）の

任期は、４年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができ

る。 
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２ 役員は、再任されることができる。 

３ 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選出されるまでは、なお、その職務（理事

長にあっては、その職務を含む）を行う。 

（役員の補充） 

第 11 条 理事又は監事のうち、その定数の５分の１を超えるものが欠けたときは、１月以

内に補充しなければならない。 

（役員の報酬） 

第 12 条 学長、校長その他教職員としての勤務に対する給与を除き、校務を担当する常勤

の役員以外の役員は、その地位について報酬(給与に準ずるものに限る。)を受けることがで

きない。 

（役員の解任および退任） 

第 13 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の４分の３以上出席し

た理事会において、理事総数の４分の３以上の議決及び評議員会の議決により、これを解

任することができる。 

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

(3) 職務上の義務に著しく違反したとき

(4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき

２ 役員は、次の各号の事由によって退任する。 

(1) 任期の満了

(2) 辞任

(3) 死亡

(4) 私立学校法第３８条第８項第１号又は第２号に掲げる事由に該当するに至ったとき

（理事長の職務） 

第�14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

（理事の代表権の制限） 

第�15 条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 

（理事長職務の代理等） 

第�16 条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会におい

て定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 
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（理事会） 

第 17 条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。 

２ 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 

３ 理事会は、理事長が招集する。 

４ 理事長は、理事総数の３分の２以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会

の招集を請求された場合には、その請求のあった日から７日以内に、これを招集しなけれ

ばならない。 

５ 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議

すべき事項を、書面により通知しなければならない。 

６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場

合は、この限りでない。 

７ 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。 

８ 理事長が第４項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名

で理事会を招集することができる。 

９ 第８条第４項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、

出席理事の互選によって定める。 

10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理

事が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第�13 項の規定によ

る除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。 

11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思

を表示したものは、出席者とみなす。 

12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席し

た理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

13 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。ただし、理事会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができ

る。 

（業務の決定の委任） 

第�18 条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その

他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めた

ものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。 

（議事録） 

第�19 条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、

議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事２名以上が署名押印し、
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常にこれを事務所に備えておかなければならない。 

３ 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載し

なければならない。 

第 4 章 評議員会及び評議員 

（評議員会） 

第 20 条 この法人に、評議員会を置く。 

２ 評議員会は、13 人以上 17 人以内の評議員をもって組織する。 

３ 評議員会は、理事長が招集する。 

４ 理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評

議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から 20 日以内に、これを招集し

なければならない。 

５ 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に

付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。 

６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場

合は、この限りでない。 

７ 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。 

８ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決すること

ができない。ただし、第１２項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限

りではない。 

９ 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意

思を表示した者は、出席者とみなす。 

10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席し

た評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

11 前項の場合において、議長は評議員として議決に加わることができない。 

12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができな

い。 

（議事録） 

第�21 条 第�19 条第�1 項及び第�2 項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この

場合において、同条第２項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のう

ちから互選された評議員」と読み替えるものとする。 

（諮問事項） 

第�22 条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見
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を聴かなければならない。 

(1) 予算及び事業計画

(2) 事業に関する中期的な計画

(3) 借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く）及び基本財

産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

(4) 役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の

利益及び退職手当をいう。以下同じ。）の支給の基準 

(5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(6) 寄附行為の変更

(7) 合併

(8) 目的たる事業の成功の不能による解散

(9) 収益事業に関する重要事項

(10) 寄附金品の募集に関する事項

(11) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

（評議員会の意見具申等） 

第�23 条 評議員会はこの法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況につい

て、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴すること

ができる。 

（評議員の選任） 

第�24 条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) この法人の職員のうちから理事会において推薦された者のうちから、評議員会にお

いて選任された者 ８人以上９人以内 

(2) この法人の設置する学校を卒業した者で年齢�25 歳以上のもののうちから、理事会に

おいて選任された者 １人以上２人以内 

(3) 学識経験者のうちから理事会において選任された者 ４人以上６人以内

２ 前項第１号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは、評議員の職

も失うものとする。 

（準用規定） 

第�25 条 第９条及び第�12 条の規定は、評議員について準用する。 

（任 期） 

第�26 条 評議員の任期は、４年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期

間とすることができる。 
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２ 評議員は、再任されることができる。 

３ 評議員は、任期満了の後でも、後任の評議員が選任されるまでは、なお、その職務を

行う。 

（評議員の解任及び退任） 

第 27 条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の３分の２以上の

議決により、これを解任することができる。 

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき

２ 評議員は次の事由によって退任する。 

(1) 任期の満了

(2) 辞任

(3) 死亡

第 5 章 資産及び会計 

（資 産） 

第 28 条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。 

（資産の区分） 

第 29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。 

２ 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金

とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。 

３ 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産

の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。 

４ 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中

収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。 

５ 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運

用財産又は収益事業用財産に編入する。 

（基本財産の処分等の制限） 

第�30 条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを

得ない事由があるときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決を得て、その一部

に限り処分することができる。 

（積立金の保管） 

第�31 条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は、確実な信
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託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金として理事長が保管する。 

（経費の支弁） 

第�32 条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動

産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入、その他の運用財産を

もって支弁する。 

（会 計） 

第�33 条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行なう。 

２ この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業

に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。 

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画) 

第�34 条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会

において出席した理事の３分の２以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加

えようとするときも、同様とする。 

２ この法人の事業に関する中期的な計画は、５年以上１４年以内において理事会で定める

期間ごとに理事長が編成し、理事会において出席した理事の３分の２以上の議決を得なけれ

ばならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

（予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄） 

第�35 条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をし

ようとするときは、理事会において出席した理事の３分の２以上の議決がなければならな

い。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても同様

とする。 

（決算及び実績の報告） 

第�36 条 この法人の決算は、毎会計年度終了後２月以内に作成し、監事の意見を求めるもの

とする。 

２ 理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、そ

の意見を求めなければならない。 

３ 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなけれ

ばならない。 

（財産目録等の備付及び閲覧） 

第�37 条 この法人は、毎会計年度終了２月以内に、財産目録、貸借対照表、収支計算書、
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事業報告書及び役員等名簿（理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。）

を作成しなければならない。 

２ この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行

為を各事務所に備えおき、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これ

を閲覧に供しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、この法人は役員等名簿について同項の請求があった場合に

は、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲

覧をさせることができる。 

（情報の公表） 

第 38 条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの

利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 

(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為の届出をしたと

き 寄附行為の内容 

(2) 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容

(3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿（個人の住所に係

る記載の部分を除く。）を作成したとき これらの書類の内容 

(4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準

（役員の報酬） 

第 39 条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等とし

て支給することができる。 

（資産総額の変更登記） 

第 40 条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後３月

以内に登記しなければならない。 

（会計年度） 

第 41 条 この法人の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わるものとする。 

第 6 章 解散及び合併 

（解 散） 

第 42 条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。 

(1) 理事会における理事総数の３分の２以上の議決及び評議員会の議決

(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理
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事の３分の２以上の議決 

(3) 合併

(4) 破産

(5) 文部科学大臣の解散命令

２ 前項第１号に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認可を、同項第２号

に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認定を受けなければならない。 

（残余財産の帰属者） 

第 43 条 この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合を除く。）におけ

る残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の３分の２以上の議決に

より選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属す

る。 

（合 併） 

第 44 条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の３分の２以上の

議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

第 7 章 寄附行為の変更 

（寄附行為の変更） 

第 45 条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の３分の

２以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 

２ 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会

において出席した理事の３分の２以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければなら

ない。 

第 8 章 補  則 

（書類及び帳簿の備付） 

第 46 条 この法人は、第 37 条第２項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、

常に事務所に備えておかなければならない。 

(1) 役員及び評議員の名簿及び履歴書

(2) 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類

(3) その他必要な書類及び帳簿
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（公告の方法） 

第 47 条 この法人の公告は、学校法人湘南ふれあい学園の掲示場に掲示して行う。 

（施行細則） 

第 48 条 この寄附行為の施行についての細則、その他この法人及びこの法人の設置する学

校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。 

（責任の免除） 

第 49条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責

任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事

情を勘案して特に必要と認める場合には、私立学校法において準用する一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律の規定により免除することができる額を限度として理事会の議

決によって免除することができる。 

（責任限定契約） 

第 50 条 理事（理事長、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限

る）又は監事（以下この条において「非業務執行理事等」という）が任務を怠ったことに

よって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務

を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金１万円以上であらかじめ定めた額と

私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で定める額との

いずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。 

附 則 

  １．この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。  

理事（理事長）大屋敷 芙志枝 

理事 大屋敷 萬幸 

理事 関 英雄 

理事 今井  望 

理事 長谷川 和夫 

理事 山根  信子 

監事 熊谷  幸男 

監事 有坂  博 

  ２．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成６年１月１８日）から施
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行する。 

  ３．平成１３年４月１日までの間は、第２４条第１項第２号中「学校を卒業した

者」とあるのは、「学校を卒業した者の父母若しくは保護者」と読み替えるものとす

る。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成１０年３月２３日）から

施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成１０年１２月２８日）か

ら施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成１３年１月２９日）から

施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成１３年４月２０日）から

施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成１４年３月１８日）から

施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成１６年４月１日）から施

行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成１７年５月１２日）から

施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成２１年４月９日）から施

行する。 
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附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成２２年４月３０日）から

施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成２３年４月１日）から施

行する。 

附則 

 １．平成２４年３月２９日に神奈川県知事が認可したこの寄附行為は、平成２４年  

４月１日から施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成２４年８月１６日）から

施行する。 

附則 

１．平成２４年１０月２６日に神奈川県知事が認可したこの寄附行為は、平成２６年

４月１日から施行する。 

附則 

  １．平成２５年１１月２０日に神奈川県知事が認可したこの寄附行為は、平成２

６年４月１日から施行する。 

附則 

１．この寄附行為は、平成２６年４月１日から施行する。 

附則 

１．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成２６年６月３日）から施行す

る。 

附則 

１．この寄附行為は、神奈川県知事が認可した日（平成２６年９月５日）から施行す

る。 
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附則 

  １．この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成２６年１０月３１日）から施行

する。 

附則 

  １．この寄附行為は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成２９年４月１日）から施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成３０年２月２８日）から施行す

る。 

附則 

  １．平成３０年３月２日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成３０年４月１日か

ら施行する。 

附則 

  １．この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（平成３０年３月３１日）から施行す

る。 

附 則 

平成３０年１１月６日文部科学大臣認可のこの寄附行為は平成３１年４月１日から施行

する。 

附 則 

平成３０年１１月１６日文部科学大臣認可のこの寄附行為は平成３１年４月１日から施

行する。 

附 則 

この寄附行為は，文部科学大臣の認可の日（平成３１年２月１８日）から施行する。 

附 則 

この寄附行為は平成３１年４月１日から施行する。 
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附 則 

 令和 ２年 ３月１６日文部科学大臣認可のこの寄附行為は令和２年４月１日から施行

する。 

附 則 

この寄附行為は令和２年４月１日から施行する。 
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新 旧 の 比 較 対 照 表 

新 旧 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を

設置する。 

(1)湘南医療大学 大学院       保健医療学研究科 

 保健医療学部       看護学科  

      リハビリテーション学科 

 薬学部             医療薬学科 

(2)幼保連携型認定こども園みどり幼稚園 

(3)茅ケ崎看護専門学校         医療専門課程  

(4)茅ケ崎リハビリテーション専門学校  医療専門課程 

(5)医療ビジネス観光福祉専門学校    商業実務専門課程 

教育・社会福祉専門課程 

(6)湘南医療大学附属下田看護専門学校  医療専門課程 

（削除） 

附則 

１．この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日（令和  年  月  

日）から施行する。 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を

設置する。 

(1)湘南医療大学 大学院  保健医療学研究科 

 保健医療学部  看護学科  

 リハビリテーション学科 

（新設） 

(2)幼保連携型認定こども園みどり幼稚園 

(3)茅ケ崎看護専門学校        医療専門課程  

(4)茅ケ崎リハビリテーション専門学校 医療専門課程 

(5)医療ビジネス観光福祉専門学校   商業実務専門課程 

教育・社会福祉専門課程 

(6)湘南医療大学附属下田看護専門学校 医療専門課程 

（寄附金募集） 

第４条の３ この法人は，湘南医療大学 薬学部の設置に要する経費

に充てるための事業として，寄附金募集活動を行うことができる。 

２ 募集する寄附金については，設置しようとする湘南医療大学 薬

学部の校地，校舎その他附属設備を取得するために必要な資金又は開

設年度の経常経費に使用しなければならない。 

３ 受納した寄附金は，前項に記載する目的のために使用する資金と

して，他の財産と区別して信託銀行に信託する等確実な方法により管

理しなければならない。 

４ この寄附行為変更の認可後３年以内に，湘南医療大学 薬学部の

設置が認可されない場合は，文部科学大臣の承認を経て，受納した寄

附金をこの法人の既設の学校の校地，校舎その他附属設備又は教育研

究に要する経常的経費に充てるか，或いは，類似の目的のため，国，

地方公共団体若しくは他の学校法人に寄附するものとする。 
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様式第４号その１（第１１条関係）

0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0千円 0 千円

千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 千円

0 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円

千円 千円 千円 千円 0 千円 0 千円 0 千円 千円

千円 千円 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 千円

千円 千円 千円 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 千円

千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円

千円

千円

千円

経費の見積り及び資金計画を記載した書類

設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類

年 度
開設年度の前年度 開設年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 合　　 　計

区 分

設
置
経
費

校　　 　地
（うち造成費）

施

設

基 準 内

0 千円 0 0

基 準 外

千円

設

備

図 書 14,140 11,670 0 0

校 具

25,810

教 具 1,031,842 605,074 0 1,636,916

備 品

小 計 1,045,982 616,744 0 1,662,726

新設校の開設年度の経常経費 0

合 計 1,045,982 616,744 0 0 0 0 1,662,726

既
設
校
か
ら

の
転
共
用

施
設

基　　　準　　　内 134,443

基　　　準　　　外 124,382

設
備

図　　 　書 42,200

教具・校具・備品 0

0

【現物寄付】 
設備 図書について 
 上記購入分以外に、【現物寄付1,020
冊 和書793冊、洋書227冊】を納品する。 

薬学部校舎予定地 

【貸与期間 ２０２１年４月１日～２０５２年３月３１日】

薬学部校舎 

【貸与期間 ２０２１年４月１日～２０５２年３月３１日】

建築工事額 4,620,000千円（基準内）

18



様式第４号その４（第１１条関係）
（用紙　日本工業規格Ａ４横型）

設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類

区　 　分 財　源　充　当　額 財　源　の　調　達　方　法

自己資金

　現金預金 860,900 千円
2019年度までに学納金等事業収入から積立てられた現金預金3,433,368千円のう
ち860,900千円を図書、教育用備品、校具の一部費用の財源に充当する。

寄附金

　申請年度前年度（2018年度）の寄附金収入 300,000 千円
申請年度前年度（2018年度）の寄附金収入300,000千円のうち300,000千円を財源
に充当する。

申請年度（2019年度）の寄附金収入501,826千円のうち501,826千円を財源に充当
する。

合　 　計 1,662,726 千円

　申請年度（2019年度）の寄附金収入 501,826 千円
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様式第６号その２（第１１条関係）

年　度　

　科　目

一　基本財産

二　運用財産

収益事業用財産

三　負債額

　１　固定負債

　２　流動負債

収益事業用負債

　１　事業固定負債

　２　事業流動負債

四　基本財産＋運用財産

五　純資産（四－三）

16,353,897千円 16,783,841千円 16,783,841千円

11,499,023千円 12,048,866千円 12,048,866千円

365,294千円 1,369千円 1,369千円

10,286千円 9,555千円 9,555千円

375,580千円 10,924千円 10,924千円

1,535,230千円 1,716,413千円 1,716,413千円

4,854,873千円 4,734,975千円 4,734,975千円

3,319,643千円 3,018,561千円 3,018,561千円

90,367千円 90,486千円 90,486千円

4,090,489千円 4,075,881千円 4,075,881千円

12,707,960千円 12,707,960千円

財　産　目　録　総　括　表

　　2018年度末 　　2019年度末 申請時

（開設年度から３年前の年度） （開設年度の前々年度） （2020年　3月31日）

12,263,407千円
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（単位：円）
資産の部

科　　　　　目 本年度末 前年度末 増　　　　減

固定資産 12,718,983,621 12,276,208,968 442,774,653

　有形固定資産 12,707,960,191 12,263,407,572 444,552,619

　特定資産 0 0 0

　その他の固定資産 11,023,430 12,801,396 △ 1,777,966

流動資産 4,064,857,847 4,077,688,073 △ 12,830,226
資産の部合計 16,783,841,468 16,353,897,041 429,944,427

（単位：円）
負債の部

科　　　　　目 本年度末 前年度末 増　　　　減

固定負債 3,018,561,315 3,319,643,547 △ 301,082,232

流動負債 1,716,413,977 1,535,230,331 181,183,646

負債の部合計 4,734,975,292 4,854,873,878 △ 119,898,586

純資産の部

科　　　　　目 本年度末 前年度末 増　　　　減

基本金 12,815,511,014 11,982,519,945 832,991,069

　第１号基本金 12,639,511,014 11,820,519,945 818,991,069

　第２号基本金 0 0 0

　第３号基本金 0 0 0

　第４号基本金 176,000,000 162,000,000 14,000,000

繰越収支差額 △ 766,644,838 △ 483,496,782 △ 283,148,056
純資産の部合計 12,048,866,176 11,499,023,163 549,843,013

負債及び純資産の部合計 16,783,841,468 16,353,897,041 429,944,427

貸借対照表

2020年3月31日
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様式第７号その１（第１１条関係）
（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

１　施設又は設備の整備計画

年　度 備　　　考

湘南医療大学
保健医療学研究科
経常経費で購入

湘南医療大学
保健医療学研究科
経常経費で購入

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

湘南医療大学
保健医療学研究科（修士課程医療管

理経営学領域）専用

湘南医療大学
保健医療学研究科（博士課程）

専用

湘南医療大学
保健医療学研究科（博士課程）

専用

2021年度

2022年度

湘南医療大学
薬学部　備品の購入

薬学部　備品等 2022年度

湘南医療大学
薬学部　図書の購入

薬学部　図書等 2022年度

2022年度

湘南医療大学
保健医療学研究科（博士課程）設置に

係る図書の購入

保健医療学研究科（博士課程）
図書等

2022年度

湘南医療大学
薬学部専用

湘南医療大学薬学部設置に
係る図書の購入

電子図書　47ﾀｲﾄﾙ、
電子ジャーナル　4ﾀｲﾄﾙ

2021年度
湘南医療大学
薬学部専用

湘南医療大学
保健医療学研究科　図書の購入

保健医療学研究科図書 2020年度

湘南医療大学薬学部設置に
係る備品の購入

教具　1,528、校具　2,130 2021年度

湘南医療大学
保健医療学研究科　備品の購入

保健医療学研究科備品 2020年度

湘南医療大学
薬学部専用

湘南医療大学薬学部設置に
係る図書の購入

図書　和書　1,788冊、洋書126冊
雑誌　9誌、視聴覚資料　15本

2021.3月
湘南医療大学
薬学部専用

2020年度

湘南医療大学薬学部設置に
係る備品の購入

教具　2,535、校具　4,127
標本　2

2021.3月

事　業　計　画　及　び　こ　れ　に　伴　う　予　算　書

事　 　業　 　計　 　画

事　　　項 事 業 規 模 等 実　施　時　期

湘南医療大学
保健医療学研究科（修士課程医療管理
経営学領域）設置に係る図書の購入

保健医療学研究科（修士課程医療
管理経営学領域）図書等

2022年度

湘南医療大学
保健医療学研究科（博士課程）設置に

係る備品の購入

保健医療学研究科（博士課程）
備品（パソコン、プロジェクター、そ
の他教具）等
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年　度 備　　　考

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

湘南医療大学
茅ヶ崎保健医療学部専用

湘南医療大学
茅ヶ崎保健医療学部専用

湘南医療大学
茅ヶ崎保健医療学部専用

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

湘南医療大学
薬学部

経常経費で購入

2026年度

湘南医療大学
薬学部　備品の購入

薬学部　備品等 2026年度

湘南医療大学
薬学部　図書の購入

薬学部　図書等 2026年度

2025年度

湘南医療大学
薬学部　備品の購入

薬学部　備品等 2025年度

湘南医療大学
薬学部　図書の購入

薬学部　図書等 2025年度

湘南医療大学
茅ヶ崎保健医療学部設置に係る

備品の購入

茅ヶ崎保健医療学部
備品等

2024年度

湘南医療大学
茅ヶ崎保健医療学部設置に係る

図書の購入

茅ヶ崎保健医療学部
図書等

2024年度

2024年度

湘南医療大学
薬学部　備品の購入

薬学部　備品等 2024年度

湘南医療大学
薬学部　図書の購入

薬学部　図書等 2024年度

2023年度

湘南医療大学
薬学部　備品の購入

薬学部　備品等 2023年度

湘南医療大学
薬学部　図書の購入

薬学部　図書等 2023年度

湘南医療大学
茅ヶ崎保健医療学部設置に係る

備品の購入

茅ヶ崎保健医療学部
校舎改修等

2024年度

事　　　項 事 業 規 模 等 実　施　時　期
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様式第１０号その１（第１２条関係）　

（収入の部）

年　　度

科　　目 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分

296,400 549,900 803,400 1,056,900 1,310,400 1,606,800

31,850 31,850 31,850 31,850 31,850 31,850

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,350 2,350 3,350 2,350 2,350 2,350

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

296,400 423,150 549,900 676,650 803,400 803,400

0 0 0 0 0 0

資金収入調整勘定 △ 169,650 △ 296,400 △ 423,150 △ 549,900 △ 676,650 △ 803,400

0 △ 650,999 △ 858,729 △ 913,156 △ 911,889 △ 820,218

457,350 59,851 106,621 304,694 559,461 820,782

457,350 59,851 106,621 304,694 559,461 820,782

年　　度

科　　目 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分

294,700 511,300 567,500 678,724 711,509 745,933

326,069 355,395 377,517 432,509 537,734 590,487

17,773 37,470 60,541 86,736 112,761 114,185

630 1,059 838 1,856 1,428 1,296

1,936 3,256 3,281 6,658 6,147 6,973

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

482,241 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100

0 0 0 0 0 0

0 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

0 0 0 0 0 0

△ 17,000 △ 17,000 △ 17,000 △ 17,000 △ 17,000 △ 17,000

△ 650,999 △ 858,729 △ 913,156 △ 911,889 △ 820,218 △ 648,192

457,350 59,851 106,621 304,694 559,461 820,782支出の部合計

設備関係支出

資産運用支出

その他の支出

〔　予備費　〕

資金支出調整勘定

翌年度繰越支払資金

人件費支出

教育研究経費支出

管理経費支出

借入金等利息支出

借入金等返済支出

施設関係支出

収入の部合計

(支出の部） 　（単位　千円）

開　設　年　度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 完　成　年　度

受取利息・配当金収入

雑収入

借入金等収入

前受金収入

その他の収入

前年度繰越支払資金

学生生徒納付金収入

手数料収入

寄付金収入

補助金収入

資産売却収入

付随事業・収益事業収入

資　金　収　支　予　算　決　算　総　括　表
　（単位　千円）

開　設　年　度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 完　成　年　度
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様式第１０号その２（第１２条関係）

新設校分 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分 新設校分

学生生徒等納付金 296,400 549,900 803,400 1,056,900 1,310,400 1,606,800

手数料 31,850 31,850 31,850 31,850 31,850 31,850

寄付金 0 0 0 0 0 0

経常費等補助金 0 0 0 0 0 0

付随事業収入 2,350 2,350 3,350 2,350 2,350 2,350

雑収入 0 0 0 0 0 0

教育活動収入　計 330,600 584,100 838,600 1,091,100 1,344,600 1,641,000

人件費 294,700 511,300 567,500 678,724 711,509 745,933

教育研究経費 483,369 483,695 534,867 589,809 699,084 752,787

管理経費 19,873 39,570 62,641 88,836 114,861 116,285

徴収不能額等 0 0 0 0 0 0

教育活動支出　計 797,942 1,034,565 1,165,008 1,357,369 1,525,454 1,615,005

△ 467,342 △ 450,465 △ 326,408 △ 266,269 △ 180,854 25,995

受取利息・配当金 0 0 0 0 0 0

その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0 0

教育活動外収入　計 0 0 0 0 0 0

借入金等利息 630 1,059 838 1,856 1,428 1,296

その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0 0

教育活動外支出　計 630 1,059 838 1,856 1,428 1,296

△ 630 △ 1,059 △ 838 △ 1,856 △ 1,428 △ 1,296

△ 467,972 △ 451,524 △ 327,246 △ 268,125 △ 182,282 24,699

資産売却差額 0 0 0 0 0 0

その他の特別収入 0 0 0 0 0 0

特別収入　計 0 0 0 0 0 0

資産処分差額 0 0 0 0 0 0

その他の特別支出 0 0 0 0 0 0

特別支出　計 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

△ 467,972 △ 451,524 △ 327,246 △ 268,125 △ 182,282 24,699

△ 486,241 △ 10,100 △ 10,100 △ 10,100 △ 10,100 △ 10,100

△ 954,213 △ 461,624 △ 337,346 △ 278,225 △ 192,382 14,599

0 △ 954,213 △ 1,415,837 △ 1,753,183 △ 2,031,408 △ 2,223,790

0 0 0 0 0 0

△ 954,213 △ 1,415,837 △ 1,753,183 △ 2,031,408 △ 2,223,790 △ 2,209,191

330,600 584,100 838,600 1,091,100 1,344,600 1,641,000

798,572 1,035,624 1,165,846 1,359,225 1,526,882 1,616,301

（参考）

事業活動収入　計

事業活動支出　計

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

基本金取崩額

翌年度繰越収支差額

経常収支差額

特
別
収
支

収
入

支
出

特別収支差額

〔　予備費　〕

　科　　目

教
育
活
動
収
支

収

入

支

出

教育活動収支差額

教
育
活
動
外
収
支

収
入

支
出

教育活動外収支差額

事　業　活　動　収　支　予　算　決　算　総　括　表
（単位　千円）

年　　度　 開　設　年　度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 完　成　年　度
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